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〈介護保険サービスとは〉
・�65歳以上の高齢者と40～64歳の特定疾患の患者が国や町の財源を使って、原則１割の負担で
受けられるサービスです。

・サービスを利用するには要介護認定が必要です。

～あなたに必要な介護サービスを利用するために～

所在地：長万部町役場内
電話：2-2016　FAX：2-2931
相談時間：8：30～17：15（土日祝、年末年始を除く）

所在地　長万部町社会福祉協議会
電　話　６－７７１１
時　間　８：３０～１７：１５（土日祝、年末年始を除く）

こころのたまりば駐車場にて初めての集い
の広場「ここたまひろば」を開催しました。
当日は町内の農家さんの協力により野菜の格
安販売の他、駄菓子屋さん、たこ焼き＆かき
氷、フリーマーケットと出店していただき多
くの方に楽しんでもらえました。
後日、来場した方より「駄菓子を見て懐か

しく子どもの頃を思い出した」「年々、野菜や
花が高くなり格安で買えるのは有難い」など
嬉しいお話を聞くことが出来ました。販売の
他後片づけまでお手伝いしてくれた理科大生
の皆さん、ありがとうございました。

◎認定調査
　町の担当職員などが自宅
を訪問し、本人の心身の状
態等を調査します。

◎主治医意見書
　主治医が傷病や身体状態
などについて記載し判定の
資料とします。

◎一次判定
　調査結果をコンピュータ
により、要介護状態区分を
判定します。

◎二次判定（介護認定審査会）
　保健、医療、福祉の専門家から構成されたメンバーで審査し、要介護状態
区分（要介護１～５、要支援１・２、非該当）が決められます。

◎認定・結果通知
　認定結果は申請してから通常３０日ほどで町から通知されます。

居宅サービス
・デイサービス
・ヘルパー
・訪問看護
・�福祉用具のレンタル、
購入

・住宅改修　等

施設サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設　等

地域密着型サービス
・グループホーム　等

　〈その他〉
☆介護認定不要のサービス、教室もあります。
　・給配食サービス
　・外出支援サービス
　・まる元運動教室　等

☆詳しくは地域包括支援センターまでご相談ください☆

〈介護保険サービスの種類〉

申請～役場の担当窓口等で「要介護認定」の申請をします。

ここたまひろば開催
～９月１６日（土）～


